
パブリックコメント 

 

湖南市空家等対策計画（案） 

 

 「湖南市空家等対策計画（案）」にかかるパブリックコメント手続きの結果、 

寄せられたご意見やご提案とそれに対する考え方をお知らせします。 

 原案に反映しないものも、今後の施策の参考にさせていただきます。 

 ご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。 

 

1.意見募集期間 令和８年１月５日（月）から令和８年２月５日（木） 

 

2.意見の件数４件（１名） 

 

［内訳］ （１）原案に反映しないもの・・・・・４件 

  



番号 ご意見やご提案など 市の考え方 

１ ①「空家等管理活用支援法人の指

定」に関して、計画（案）の 37 ペー

ジ、施策分類ごとの取組みスケジュ

ール（案）の表中、対策「推進体制

の整備」の取組期間の表現方法です

が、「空家等管理活用支援法人の指

定及び、委託業務開始」と改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「空家等管理活用支援法人の指

定」に関して、計画（案）の 59 ペー

ジ、空家等管理活用支援法人に係る

制度の運用開始に向けたスケジュ

ール（案）の表中、令和 8 年度の項

目（二点）を令和 7 年度に繰り上げ

る。同じく、令和 9 年度の項目（二

点）を令和 8 年度に繰り上げる。空

白となる令和 9 年歳は「委託業務の

総括」とする。 

 

（意見の理由①・②） 

 

特別措法が施行されて 11 年目に入

り、この間、法律や省令が改正もさ

れ、地方公共団体向けの関連通知な

どが盛りたくさんとなっています。

所有権、財産権そのものに迫る懸案

だけに、まさに「対峙する」という

に房わしいものがあるでしょう。考

①ご指摘の通り、計画（案）の 37 ペー

ジ、施策分類ごとの取組みスケジュール

における「推進体制の整備」の取組期間

の表現を明確に市民の皆様にお示しす

ることは、透明性の確保と信頼構築に資

すると認識しております。 

 ご指摘いただいた計画（案）37 ページ

の「推進体制の整備」の表現は、「空家等

管理活用支援法人の指定」のほか、「総合

相談窓口の設置」や「空家等対策推進協

議会」などを含めており、「空家等管理活

用支援法人の指定」や業務委託に関する

スケジュールは本計画（案）の 59 ペー

ジに詳細を記載しております。 

 

②計画（案）の 59 ページに記載してい

る空家等管理活用支援法人に係る制度

の運用開始に向けたスケジュール（案）

を前倒しにすべきとのご意見、大変重く

受け止めております。ご指摘の通り、「空

家等対策の推進に関する特別措置法」

（以下、「空家法」）の施行から既に 11 年

が経過し、空き家問題は待ったなしの状

況であり、スピード感をもって対策を推

進することの重要性は十分に認識して

おります。 

 平成 29 年３月に策定した現行計画に

ついては、「空家等管理活用支援法人の

指定」が追加された令和５年 12 月の法

改正前に策定されたことから、空家等管

理活用支援法人に関する記載がなく、ま

た、既存の事業との重複を避けるため、

より慎重な委託業務の検討が必要とな

ります。 

 今回の計画の見直しでは、空家等管理



え方、進め方にも議論百出のことで

ありましょう。しかし、時間はゆっ

くりとは待ってはくれません。法施

行の年に生まれた赤ちゃんは、今、

小学 4 年生です。次の 10 年後には、

20 才の成人となられます。これまで

の計画期間内で多くの分析がなさ

れ、法の目的に沿った具体的な成果

も積まれて来られたようです。関係

者の尽力で得られた大さな成果で

す。今や、着実な歩みを内容とした、

スピード感のアップを図られても

よい時期に来ているのではありま

せんか。平坦路線の走行ではなく、

長距離の障害物走であっても、エネ

ルギー源がたくましくあれば走破

しきれるでありましょう。そのエネ

ルギー源は、まさに「行政力」だと

思うのです。「なんでも役所か」では

なく「これだからこそ役所」である

べさが、「空き家」という懸案だから

こそと思うのです。行政力と民間の

専門力の二人三脚が中枢となって

動けてこそ、法によって守られてい

る物を法の支援を得て、所有者にと

っても、地域にとっても、町にとっ

てよりいっそう着実に「生きた物」

にして行けるのではないでしょう

か。私の住む地域（石中央二丁目地

先）で、おそらく 30 年余りは放置

されていた民家を、新しい所有者が

アパート建設に踏み出されました。

地域からお願いしても充分な対処

をしてもらえず、うっそうとした環

境になったままでしたが、昨年12月

に解体と造成工事がなされ、別世界

活用支援法人に関する位置づけを行い、

関連法規の整備状況や関係機関との調

整、さらには財政的な側面も考慮し、慎

重かつ着実な運用開始を目指し、令和８

年度以降の指定に向けて検討して参り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



のようにサッパリとなりました。ご

近所の家々には、太陽の日射しがさ

んさんと注ぎ、風通しも大きく改善

されました。この件がもしやして、

アクションプランの成果の一端で

あるとしたら嬉しい限りです。私に

は、石小学校区域内の、それも 5 割

程度の範囲の状況しか見えていま

せん。私の日常生活での主だった範

囲なのです。それでも、「動いてほし

いな、変わってほしいな」と感じる

物件が目立つようになって来てい

ます。そんな中でも長年「売り家」

の看板の立った「空き家」が、建て

替えされたり、リニューアルして入

居されたり、サッパリとした更地に

なったりとかの変化を散見されま

す。個々の動きの偶然なのか、アク

ションプランの成果の事例なのか、

部外者には分かりかねますが、生活

していて嬉しくてなりません。支援

法人の指定されている自治体も増

えて来ているようです（滋賀県内で

は東近江市、近隣県では伊賀市（三

重県）、橋本市（和歌山県）京都市、

岡山市等）。室き家対策の早期の進

行は、人々や地域や町に、明るさと

活気を時代の今に、そして明日にも

たらすでありましょう。 

 

③前記②での同一箇所の表中、令和

８年度項目のうち、「法第24条の①・

③・⑤」に「④」を加える。 

 

（意見の理由③） 

法第 24 条の「第 4 の内容」は、空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③空家法第24条第４項に定められる「空

家等の管理又は活用に関する調査・研

究」の重要性は、まさにご指摘の通りで

ございます。民間の知見や専門性を活用

した調査・研究は、空家等対策の基礎と

なる情報収集と分析を強化し、より効果



家等の管理又は活用に関する「調

査・研究」となっています。法の考

え方も、自治体の行政力を低く評価

しての事ではないと思います。行政

力に、「民間が蓄積した能力を、能動

的に発揮される場面が増加」するこ

とを加えることで、より実効性のあ

る空き家対策が目指せるとしてい

るのです。まさに「官民一体」なの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「所有者不明土地利用用滑化等推

進法人の指定」を計画（案）に盛り

こむ。当該指定のスケジュール（案）

については、支援法人の指定の場合

に準じる。 

（意見の理由④） 

兵庫県猪名川町において、推進法人

に指定された一般社団法人の代表

者の方は、「空き家問題は、土地とセ

ットで考えるもの。空き家に対し、

空き地や所有為が不明な土地の対

策は進んでいない。自治体と連携

し、地域の課題解決に貢献したい」

と話されています。空家等管理活用

的かつ先進的な施策立案に不可欠であ

ると考えております。 

 計画（案）59 ページのスケジュール

（案）の中で、令和８年度に主な検討対

象としている「法第 24 条の①、③、⑤」

については、国土交通省所管の住宅市街

地総合整備事業制度（空き家対策総合支

援事業）の活用も視野にしており、また、

今後、本市の空家等対策を更に推進して

いく上でも、空家等対策の入口となる相

談対応の充実や危険性のある空家等へ

の迅速な対応につながる所有者の特定、

空家等の発生予防に不可欠な普及啓発

に関する取り組みなどは重要な役割を

担うものと認識しております。 

 今後、本市を取り巻く空家等の動向や

関連法規の整備状況等を注視しながら、

ご指摘の「空家等の管理又は活用に関す

る調査・研究」を含む他の業務内容につ

いても検討を行い、「官民一体」での空家

等対策の推進を図って参ります。 

 

④空き家問題と所有者不明土地問題が

密接不可分な関係にあることは、私ども

も共通の認識でございます。兵庫県猪名

川町の事例にもあるように、土地と一体

で考える視点は極めて重要であり、単に

空き家の問題に留まらず、広範な地域課

題の解決に資するものと捉えておりま

す。 

 「空家等管理活用支援法人の指定等の

手引き」では、こうした「空家等」やご

指摘の「所有者不明土地」について、「地

域において混在しており、課題や対策も

共通することから、所有者探索、活用の

促進、管理の適正化等について一体的に



支援法人に、推進法人として併せて

指定できると法にはありますが、所

在地が不明の土地や、低未利用土地

の対策に取り組むことも加味され

てはどうでありましょう。対象のも

つ課題を思えば、兼任より専任が適

しているのではありませんか。 

以上で計画（案）への直接の意見と

なりますが、気掛かりな事がありま

す。石部町時代の「公営住の空き家」

のことです。石部中央二丁目地先、

石部南四丁目地先、石部南七丁目地

先に、相当戸数分の空き家をかかえ

て現存します。勿論、入居者の方々

がおられます。別サイドでの懸案事

項になっているのかもしれません

が、「空家等」に係る対策の視点に照

らせば、かけ離れているものでもな

いと思います。住宅困難者、災害時、

高齢者人口の急増、等々からの視点

を加えての対策として、また、生活

環境と商業施設との視点も加えて

の対策として、放置できない社会資

本の現状ではないかと思うのです。

建物の老化も進んでいるようにも

見える経年変化も気掛かりです。ご

検討いただければ幸いです。 

取り組まれることで両対策の円滑化・効

率化が期待されます。」と記載されてお

り、「空家等管理活用支援法人」と「所有

者不明土地利用円滑化等推進法人」のそ

れぞれ法令に記載されるの業務内容に

ついて、共通する部分は多いと認識して

おります。 

 本市では、空家等管理活用支援法人の

指定を想定しておりますが、同業務に精

通した事業者から指定の申請があった

場合は、所有者不明土地対策の必要性、

推進法人の指定の可能性、そしてそのス

ケジュール感を含め、検討して参りま

す。 

 

 また、石部町時代の公営住宅の空き家

についても貴重なご指摘をいただきま

した。これらの公営住宅は、本市の重要

な社会資本であり、住宅困難者支援、災

害時の対応、高齢者対策といった多角的

な視点から、その利活用や維持管理につ

いて継続的に検討を進めております。空

家等対策計画の枠組みとは別に、住宅施

策全体の中で、適切な管理・活用方法を

検討して参ります。 

 


